
　これまで、70歳から74歳までの人に交付していた
「高齢受給者証」が被保険者証と一体化し、「被保険者
証兼高齢受給者証」という１枚の保険証になります。
　被保険者証兼高齢受給者証は、70歳到達月の翌
月１日から（１日生まれの人は70歳到達日から）使
用できます。使用開始の前月下旬ごろ送付します。
　自己負担の割合については、30年度（29年中）の

70歳以上の国保被保険者および後期高齢者医療制度で医療を受ける人（旧国保被保険者に限る）の各種
収入※の合計が、二人以上の場合は520万円未満、一人の場合は383万円未満のときは申請すると２割負
担(誕生日が昭和19年４月１日以前の人は特例措置で１割負担)となります。

※�各種収入とは、30年度（29年中）の各種収入金額であり、必要経費や各種控除額を差し引く前の金額です。

　国保加入者が交通事故に遭ったり、他人の飼い犬
にかまれたりなど、第三者の行為によって病院にか
かった場合、その医療費は加害者が全額負担するの
が原則です。国保により治療を受けることもできま
すが、国保は一時的に医療費を立て替え、後で加害
者に請求することになります。国保で治療を受ける
場合は、必ず届け出てください。
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被保険者証

高齢受給者証 被保険者証兼高齢受給者証

30 年７月まで 30年８月から
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市民税課税所得（課税標準額）に基づいて判定してい
ます。
　被保険者証兼高齢受給者証の「負担割合」の欄には
１～３割の自己負担割合を記載しています。ただし、
70歳以上の人の世帯構成・市民税課税所得に変更が
生じた場合は、有効期限内でも自己負担の割合が変更
になることがあります。

　国保加入者が亡くなったとき、喪主（葬儀執行
者）に対して２万円が支給されます。ただし、他の
健康保険から支給が見込まれる場合は国保からは
支給されません。

　災害など特別な事情が過去６カ月以内に生じた
ことにより収入が一定額以下になった場合、医療
機関に支払う一部負担金の減免や徴収猶予を受け
られることがあります。詳しくは、お問い合わせく
ださい。

8月から被保険者証と高齢受給者証が一体化します

葬祭費の支給

一部負担金の減免など
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被保険者証と高齢受給者証の

2枚が必要！
これ1枚でOK!

15 市報おおいた  H30.７.15

国民健康保険のお知らせ国保おおいた

国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、加
入
者
の
皆
さ
ん
が
お
互
い
に
支
え
合
う
仕
組
み
で
す
。

納
付
い
た
だ
く
国
保
税
は
、国
保
事
業
の
最
も
重
要
な
財
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、国
保
の
給
付
事
業
や
、新
し
く
な
る
健
康
保
険
証
の
制
度
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　病院などの窓口で健康保険証を提示すれば、診察の医療費を一部の負担で受ける
ことができます。

　やむを得ない理由で健康保険証
を持たずに診療を受けたときや、
医師の指示でコルセットなどの治
療用装具を購入したとき、はり・
きゅうなどの施術を受けたときな
どに療養費が支給されます。
　また、海外渡航中に医療機関で
診察を受けたとき、指定の用紙に
記入してもらい、診療明細書およ
び領収書とそれらの翻訳文を添付
して申請すれば、療養費が支給さ
れます（ただし、診療目的の渡航の
場合を除く）。
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　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、
特許の期限が切れた新薬（先発医薬品）と
同じ有効成分で製造された医薬品で、同等
の効果・効能を有すると認められた医薬品
のことです。新薬よりも安価であるため、
利用することで医療費の負担が軽くなり
ます。

ジェネリック医薬品を希望する人
は、医療機関などを受診した際に、
担当医師や薬剤師に相談するか、
「ジェネリック医薬品希望カード」
を提示してください。
※�「ジェネリック医薬品希望カード」は、
国保年金課（本庁舎1階⑨番窓口、2階
③番窓口）、各支所に設置しています。

ジェネリック医薬品を
利用してみましょう

70歳から
74歳までの人

就学児～ 70歳未満

未就学児

3割3割

2割2割または1割
2割

市民税課税所得が年額145万円
以上ある人または同一世帯に市民
税課税所得が年額145万円以上
ある70歳以上の国保被保険者が
いる人

市民税課税所得が年額145万円未満の世帯

誕生日が
昭和19年4月1日以前
の人

誕生日が
昭和19年4月2日以降
の人

（特例措置）

自己負担割合

療養費の支給

医療費の自己負担割合
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